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第72回横浜市都市美対策審議会景観審査部会議事録 

議  題 議事１ 藤が丘駅前地区地区計画の形態意匠の制限内容に関する意見について（審議） 

議事２ （仮称）横浜本町２丁目プロジェクトについて（報告） 

議事３ 中区海岸通Ｂ地区について（報告） 

議事４ 都市景観協議の円滑化の取組について（報告） 

日  時 令和６年６月11日（火）午後１時00分から午後３時33分まで 

開催場所 
一般社団法人横浜みなとみらい２１ プレゼンテーションルーム 

（横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号 クイーンズスクエア クイーンモール３階） 

出席委員 

(敬称略) 
加茂紀和子、青木祐介、荒井聖輝、国吉直行、嵯峨しのぶ、東海林弘靖 

欠席委員 

(敬称略) 
福岡孝則 

出席した 

幹事・書記 

書 記：古檜山匡和（都市整備局地域まちづくり部長） 

    光田 麻乃（都市整備局企画部都市デザイン室長） 

    立石 孝司（都市整備局地域まちづくり部景観調整課長） 

関 係 者 

【議事１】 

関係局：寺井 宏治（都市整備局市街地整備部市街地整備推進課長） 

    阪本 健一（都市整備局市街地整備部市街地整備推進課担当係長） 

    奥村  創（都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課担当係長） 

事業者：学校法人昭和大学 

設計者：株式会社日本設計 

【議事２】 

関係局：島田 浩和（都市整備局都心活性化推進部都心再生課担当課長） 

    松井 綾子（都市整備局都心活性化推進部都心再生課担当係長） 

【議事３】 

関係局：島田 浩和（都市整備局都心活性化推進部都心再生課担当課長） 

    永田 祐介（都市整備局都心活性化推進部都心再生課担当係長） 

【議事４】 

関係局：立石 孝司（都市整備局地域まちづくり部景観調整課長） 

新井貴美子（都市整備局地域まちづくり部景観調整課担当係長） 

開催形態 公開（傍聴者：２名） 

決定事項 【議事１】本日の意見を踏まえ、圧迫感の低減等について、改めて検討を行い、再度付議すること。 

【議事２】本日の意見を参考に、手続きを進めていくこと。 

【議事３】本日の意見を参考に、手続きを進めていくこと。 

【議事４】本日の意見を参考に、ひと目で分かりやすい資料作成を進めていくこと。 

議  事 開 会 

（加茂部会長） 

 まず、会議の公開について、事務局から説明をお願いいたします。 

（立石書記） 

 本日の部会につきましては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第31条に基づき公開といた

します。 

 

議事１ 

藤が丘駅前地区地区計画の形態意匠の制限内容に関する意見について（審議） 

 

 議事１について、事務局、関係局及び事業者より説明を行った。 

  

（加茂部会長） 

 ご説明ありがとうございます。それでは審議に入らせていただきます。本日ご欠席の委員からは何

かご意見はありますでしょうか。 
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（立石書記） 

 福岡委員から３点ご意見を頂いております。１点目ですが、まず、公園と建物との一体性というこ

とで、空間的に切れているように感じます。公園と建物の一体性が分かりませんが、２階、３階のテ

ラスに緑が入ると一体感が得られるのではないか。 

 ２点目、病院内のにぎわい施設について、誰が運営するかが重要である。カフェなどが入って終わ

りにならないように、関係者で連携して公園との連携や機能についても示していったらよいのではな

いか。 

 ３点目、交通広場からＡ地区の緑地広場方向の見え方については、藤が丘駅前のＡ地区入り口から

ヒーリングガーデン、緑地広場までの奥行が見えにくいので、エレベーター横に緑のつながりがつく

れないかというご意見を頂いております。 

（加茂部会長） 

 それでは、以上３点、今ありました公園と建物の一体性。公園に向かって３層ぐらいで大きなテラ

スがありますが、そこの緑地化はどうかというようなご提案がありました。それから、にぎわい施設

はにぎわい軸の顔になってくる施設だと。ガラス張りということで、先ほどのご説明では、まだその

内容については決まっていないということだったのですが、それについてどうお考えか。それから、

交通広場からＡ地区に向かってのということですが、これは線路沿いに向かってという意味ですか

ね。そこのところの緑地化という意味でしょうか。 

（立石書記） 

 ご意見としては、Ａ地区の病院へのサブのエントランス方向でもありますが、その上にヒーリング

ガーデンがあって、そこの見通しというか、それがあるということ自体も見えにくいという意味かと

思われます。 

（加茂部会長） 

 ヒーリングガーデンの視認性が低いということですか。 

（立石書記） 

 視認性が悪いですよねということです。 

（加茂部会長） 

 そういうことですね。それについて補足説明を頂ければと思います。 

（株式会社日本設計） 

 ありがとうございます。福岡委員からのご意見で、まずは公園と建物の関係で、少し建物と公園が

分かれ過ぎている印象に見えるのではないかというご指摘だったかと思います。この施設の機能とし

ては、公共的な駐輪場等が入る施設という形になっておりますが、壁面のつくり方やその前の緑地の

つくり方でもう少し工夫できる余地はあるのではないかと思っておりますので、これは設計の深度化

と併せて取り組んでいきたいと思っているところでございます。 

 それと、にぎわい施設です。ただカフェができるだけだと、という懸念はまさにそのとおりかなと

思っていますし、病院でここをどういう方に運営していただくかということは並行して考えていくこ

とではあるのですが、横浜市とも少しご相談しておりますのは、ここのにぎわい施設に面する部分や

公園に面する箇所に市民緑地認定制度の活用も含めて考えていきたいと考えております。ここの部分

の使い方を提案していきながら、どのような形がいいだろうかということを真剣に考えていきたいと

思っていますので、まだ竣工はかなり先ですが、できるだけ早い段階でいろいろな方と会話しながら

検討していきたいと考えているところでございます。 

 最後に、交通広場に面する部分ということで、11ページの右下のイメージが分かりやすいかと思い

ます。先ほど説明しましたが、高さ的には８メートルの段差があるということで、この奥にヒーリン

グガーデンや病院のエントランスがありますけれども、そこの空間が見えづらい状況にあるのかなと

いうことで、これをどう工夫していけるかということです。一つアイデアとしては、このステップ状

に上がっていく空間の緑や、そこのしつらえがどう感じられるかということも非常に重要だと思って

おりまして、上の階と下の階の植栽の関係とか、そういったところの連携を図っていけないかという

ところを工夫するのと、建物側でもゲート感というかお迎え感がつくれないかというところがあるか

と思いますので、これは考えていきたいと思っております。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。それでは、福岡委員からは以上ということで、会場に来ていただいていら

っしゃる委員の方々から、今のものに関連することでもいいですし、それぞれの方からご意見を頂け

ればと思います。どなたか。では、東海林委員、お願いします。 
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（東海林委員） 

 説明ありがとうございました。私は東海林弘靖と申しますが、都市美審の中では初めて照明の専門

家が登場するようなタイミングになっていまして、私の角度から見ると、一日の半分は夜間になりま

す。形態意匠制限といっても、昼間も単色で、形だけではなく、素材の表情や色が当然考慮されてい

く範疇だと思います。夜間、例えば横浜の冬至の日没時間というのは16時28分だったりします。そう

すると、夜の時間が結構長いわけです。そのときに、夜間の時間、夜の始まりとか、８時ぐらい、あ

るいは10時というときに、どのような表情になるのかというのは想像していただきたいと思います。

特に今回、病院がかなり大きな面積を占めていますでしょう。病院は多分、そんなに遅くまで開いて

いないのではないかという気はしますが、そのあたりで、暗くなってしまったり、あるいは優しい感

じになっていくための光の色とか、そういったポイントが語られると結構いいかなと見ていまして、

その辺については今後かもしれませんが、まずはコメントを頂ければと思います。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。ご説明お願いします。 

（株式会社日本設計） 

 東海林委員、ありがとうございます。郊外の住宅地である藤が丘駅前は夜は、それほど明るくない

というか、落ち着きのある表情の街だと考えております。病院のほうは今、消灯時間は22時というこ

とですが、敷地内につくる通路空間や広場空間の明るさ、華美にならない形の柔らかな表情というの

は、少なくとも低層部では配慮していくべきだろうと考えています。これはまさに設計の深度化とと

もに、特に病院は安全性をかなり気にしたいところではありますので、十分配慮していきたいという

ところでございます。 

（加茂部会長） 

 よろしいですか。 

（東海林委員） 

 この先、よろしくお願いいたします。ぜひ夜間のパースのようなものを書いていただけますと理解

しやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（加茂部会長） 

 やはり24時間というものですから。それでは、ほかにはいかがでしょうか。国吉委員、お願いいた

します。 

（国吉委員） 

 私のほうからは４つほど。まず、福岡委員の話されたことはもっともだということで、基本的には

共通の考え方です。ところで、加茂部会長もそうですが、私は最初の頃の審議からずっと関わってき

ましたけれども、もともと昭和大学藤が丘病院の地域における重要性とか、そういうことも踏まえな

がら、ここでの建て替えを横浜市としても支援していくというスタンスでこの事業が始まっているの

かなと思いますが、それにしても、高さの緩和とか、これがちょっと巨大過ぎるのではないかと。市

街地環境設計上の緩和の限界を超えて60メートルまで許可するという地区計画になっているわけです

が、そこまで緩和する地域貢献度が本当にあるのかどうかが問われると思うのです。そういうことも

あって、当初は病院のフロアから交通広場への歩行者デッキをつけて歩行者の利便性を高めることで

公的な貢献をしようという計画だったのではないかと思うのですが、でも、藤が丘の交通広場の上に

空中の歩道デッキがあっても非常に怖くて、夜は誰も行かないのではないかと。ここの安全性はどう

なのかとか。桜木町駅前ではないので、そんな自然豊かなところで空中のデッキ型の広場、それにま

たエレベーターをつくったり、交通広場自体も複雑になってしまうということで、むしろこれはパブ

リックな貢献にはならないのではないかということで、やめたほうがいいのではないですかというこ

とをこの景観審査部会でもお話ししたわけです。それはそれで事業者のほうも、事業をフォローして

いる都市整備局のほうでも、その方向に行ったというのは分かったのですが、では、それに代えて何

が地域貢献なのかということです。今日これまで話された中で、駅前広場というのは基本的には交通

広場であって、歩行者広場というのは商店街のほうに少しあるぐらいで、一般車両やバスが広場のメ

インになっていて、それも病院のほうから出入りするということですから、結局、病院の前はほとん

ど車の道ということになりますよね。そういうことで、駅前に公園があって、駅前広場的、歩行者広

場的になっていたものがなくなってしまっているわけです。公園が病院の後ろ側に移転して新たなも

のをつくって、そこと病院が少し密接な関係を持つようにつくろうとされている計画になっています

が、これは駅前の公園というよりも地域の人のためだけの公園となって、駅前の魅力的な空間づくり

にはなっていないと思います。そういうことを踏まえて、先ほどの福岡委員からのご意見もありまし
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たが、まず、公園へのアプローチをもう少し分かりやすく、その先に魅力的な空間があるんだよと誘

導するような、エレベーターも含めたエントランス空間ですから、そこのつくり方をもう少し工夫す

べきだということは重要だと思って、それをぜひやってほしいと。 

 それから、確かに幾つか建物のエッジに円形を用いて柔らかくしていることはありますが、それを

もって公園と一体化しているとは言えないと思うのです。圧迫感を多少避けることにはなっているか

もしれませんが、例えば、皆さんも設計事務所だったらよく知っていると思いますけれども、熊本の

SAKURA MACHIというプロジェクトがありますよね。交通広場、ショッピングセンター、ホテル、それ

から熊本城ホールとか、それがセットになっている。あれは、上からずっと緑を伴った階段で下りて

いくようになっていて、ああいうような工夫を多少、駅前側と公園側にするとか、その辺を取り入れ

てもらえないかなというのが２つ目です。 

 それから、今後検討していきますというお話があったのですが、にぎわいをつくるための施設づく

りということで２つほど、商店街沿いに「にぎわい機能（１階）」とか、病院のほうで「にぎわい機

能（２、３階）」、公園のところにも「にぎわい文化・交流・医療・健康機能」という感じで書いて

あるし、そのあたりと、今申し上げた建物周りの２、３階の広場的な空間にもう少し緑を配したらと

か、そういうところとリンクした機能をもっとつくるべきだし、今後検討していきますで終わってし

まっては、地区計画の地域貢献の評価としてはなかなかできないのではないかと思います。どういう

ものをつくって、どのような運営をしていくのかというところまで踏み込んで、地域の区役所とか、

地域の文化団体とか、そういうところも入れた管理運営団体をつくって、月の半分はそういうところ

に運営を任せるとか、病院さんとしてはもちろん独自の活動をやるとか、そういうことでもいいので

すが、半分ぐらいは地域の方々に運営を任せるぐらいまで踏み込んだところを踏まえて、プロジェク

トに地域との連携、にぎわいを図る、機能強化を図るというぐらいのことを横浜市としてもぜひ進め

るべきだと思います。それは今後検討しますでは非常に不確かなので、それをどうしていくのかとい

うところを、あるときまでにしっかりと横浜市とも調整して進めてもらいたいと思います。 

 それから４つ目ですが、色彩についてです。現在の藤が丘病院は、シャフトのところだけがブラウ

ン系ですけれども、ほかは真っ白で、軒裏にちょっと色が入っているぐらいで、シャフトの部分を除

くと、基本的に遠景から見ると大半は白だと思うのです。特に中高層部にＹＲ系とか温かい色が出て

くると、それは皆さんが思った以上に圧迫感が出てくる可能性があるので、中高層部の色彩はＮ系と

いいますか、白、無彩色系をベースとしたものがいいのではないかと。その辺については、全体の外

観の色彩計画はもうちょっと配慮していったほうがいいかなと。昭和大学の病院があちこちでこうい

った色を用いていることは分かった上での意見なのですが、相当高さを緩和しているものとしては、

そういった色彩は低層部にとどめるというような感じで検討したほうがいいのではないかと。そんな

感じで、４つほどですが意見させていただきました。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。それにつきまして、今、色彩についてというのは、国吉委員のご意見だと

低層部のほうに茶色の色というか、そういうものを入れて、上のほうはもっと薄いというか、存在感

があまりないようにという意味ですか。 

（国吉委員） 

 そうです。ですから、低層部、何段階にするか分かりませんが、設計者のデザインですので、その

辺については少し、上部にとにかくＹＲ系とかそういったものはあまり出てこないほうがいいと思っ

ておりますので、その辺を全体で計画していただきたいと思います。 

（加茂部会長） 

 分かりました。要は31メートルを超える高さの圧迫感ということは、設計者の皆様も重々検討して

いらっしゃる中で、これをもっとどうしていくか、さらに検討をお願いしたいというお話です。それ

から、先ほど福岡委員のほうでもありましたが、にぎわいをつくるという言葉だけではなく、具体的

にどのようにそれを運営していくのかというあたりを、設計期間中に横浜市と連動しながらちゃんと

詰めていくべきという話です。次に、駅を出てすぐのところから公園に向かっていくという、このプ

ロジェクトの肝でもあるような気もいたしますが、そこの視認性の話も先ほどありました。そこにつ

きましてどうするということですね。もう少しそこのところをもっと開けた、ここがデザインのポイ

ントになるというお話がありました。それから、私も後で申し上げようかなと思っていたのですが、

駅前の交通広場の考え方です。生活動線としていろいろな車がそこを取り巻いていくということもあ

るかと思いますが、ここは病院機能ということで、これはちょっと別の話になってしまうかもしれま

せんが、救急車とかそういう車両が入ってくる。今は少し離れたところに病院がありますので、直接
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救急車だとかその辺のルートというのはないわけですが、駅前のところにそういうものが発生してく

る、そのあたりをどうお考えかというのも併せてお聞きしたいと思っております。以上、国吉委員が

言われました４点について、補足説明がありましたらお話しください。 

（学校法人昭和大学） 

 事業者の昭和大学です。何点かご質問いただきましたが、病院で答えられるものだけ答えまして、

その後は設計者にもフォローいただきたいと思います。地域貢献の話が出ました。60メートルの大き

な建物を建てるに当たって、病院の地域貢献がどの程度望めるかということで、まず、病院ですので

当たり前ですが、三次救急などこれからも横浜市北部地域の中核病院として地域医療を提供してい

く、あと、災害拠点病院でもありますので、有事の際の病院機能として地域の皆様に継続的に貢献す

るということは前提に置きながら、今回、計画の中で空地や緑地も多く取り入れまして、病院の建物

の近くのところを地域の皆様にもお使いいただけるようなことも準備として考えております。また、

生活利便機能ということで何点か病院にある機能につきましても、まだ具体的には決まっておりませ

んが、地域のニーズにお応えできるような形の機能を考えていく中で、今もコンサートだったり、セ

ミナーだったり、病院とは少し機能は異なりますけれども、地域のニーズがあれば商店街や地区セン

ターとも協力しながら様々な地域貢献を行っておりますが、今回、利便施設が今よりも大きくできま

すので、病院の建物でありながらも、しっかりと地域の皆様にお使いいただけるような機能を準備し

ていくことも大事なことだと思っておりますので、その辺のソフト案といいますか、運用も含めてこ

の後、検討してまいります。そこで出てくるのがエリアマネジメントだったり、商店会であったり、

町内会等の外部団体との交流も、今現在も様々なところで地域として今後欲しいものを聞いておりま

すので、そちらのほうも少し具現化していくような形をこの後、進めていきたいと考えております。

こういうことで地域貢献ができればという見解でございます。 

（株式会社日本設計） 

 国吉委員、ありがとうございます。補足いたしますが、先ほど事業者から申したように、病院の中

でも患者の方々含めて楽しんでいただけるような企画を考えているところはあります。この藤が丘の

計画を地域の方々にご説明する機会も複数ありまして、その中では、周辺に地区センターがあってい

ろいろな文化活動をされている方もいたりするのですが、地区センターの方と意見交換をするとか、

そういったことも始めているところでございます。例えば緑地広場に面する施設の中の機能と、少し

外も一緒に使いながら何かできないかとか、公共施設として定めるだけではなくて、そこの使い方や

しつらえも十分考えていきたいというところが今の時点のポイントかと思っております。それは駅前

や公園側の表情づくりにも関連するところかと思いますし、特に緑地広場と公園側の風景にも出てく

るところかと思いますので、そこを注視していきたいと考えています。 

 病院のサブエントランスの部分に関しては、福岡委員のご意見もありましたが、２、３階の施設と

ステップ状の空間がどういうものなのかということと、ひさしやエレベーターも含めたゲート感の深

度化というところがやはり重要だと思っていますので、そこの部分が今後の設計のポイントになるの

ではないかと考えております。あとは、横浜市とともに設計期間中にその点も含めて議論していきた

いということがございます。 

 あと２つあったかと思いますが、駅前の交通広場からの救急車の動線の話もございました。これは

平面図でいいますと12ページのところで、救急車の動線は、ここだと分かりづらいですが、南側の道

路に入ってきまして、そこからサブエントランスの下の空間ですね。広場が３階レベルと申しました

けれども、２階レベル辺りに救急車が入っていくという、立体的に交差させる形で計画しておりま

す。なので、例えば左側の道路から南下してきまして、左折して緑地広場の下に救急が入るというこ

とですとか、南側から来て交差点を右折して緑地広場の下に入るという動線で、歩行者の方はステッ

プ状、またはエレベーターで上に上がっていただいて、救急車とは立体交差するような形で動線の交

錯がないように考えているところです。救急車も、今ですと１日約15台あたりという数ですが、安全

性とこの広場の干渉がないようにという形で、そういったしつらえを考えているということでござい

ます。 

 高層部の色彩に関しては、病院のご意向としてはこういった温かみのあるものを考えていきたいと

いうところはございますが、上層までずっと同じような色で少し重みのある色だと圧迫感があるので

はないかというご意向で、そういった点も確かにあろうかと思いまして、ここもつくり方やデザイン

の工夫はあると思っていますので、この在り方については設計者含めて事業者とも調整していきたい

と考えているところでございます。 
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（加茂部会長） 

 ありがとうございます。国吉委員、よろしいでしょうか。ちょっと質問ですが、今のお話だと、交

通広場のほうから救急車が入ってくると考えていいのですか。 

（株式会社日本設計） 

 はい。そうです。 

（加茂部会長） 

 ということは、駅前に救急車が結構来るような。１日10回というお話でしたが。 

（学校法人昭和大学） 

 １日平均で15回です。救急車としては主に夜間がほとんどでございまして、現在はちょうど駅前広

場のところの、スライドにありますが、線路沿いの道路から東方向に入ってきて、廃道になる道路か

ら病院に入って来ます。将来の動線は、線路沿いの道路自体変わりませんので、新たに歩行者動線と

車動線が今と違う感じで交じることは想定していないのですが、南北の道路を北から来て、左折して

線路沿いの道路に入って、擁壁の２階のところから救急車が入るというのが１つと、南のほうからき

て右折して入る、この２つが大きな動線として考えられるというところです。交差点部分は今も一緒

でございます。今の動線と変わっておりませんので、そこだけは問題ないかと思います。 

（加茂部会長） 

 そうなのですが、ただ、この計画ではそのちょうど辻というか、コーナーのところが一番、人が上

の公園のほうに入っていくという動線になっています。今は店舗があって、そして、駅の広場がどち

らかというと左側のほうから向こう側に向かって公園があるという感じなので、もちろん今がいいか

ら今後もそうするというお話なのか、今ここは人がわっと通過して公園に行くから、駅を利用する人

も、先ほど見ると公園の中に自転車置場とかがあったりするので、そうすると、帰っていく人がこう

行くという、そこのポイントになるのではないかと思っています。当然、救急車というのは必要なも

のですが、そこを曲がっていくところとメインアプローチがクロスするというのが１日15回というお

話で、夜間がメインですというお話もそうなのですが、そのあたりは印象として何かにぎわいという

ところで、当然、病院なのでそうなのですが、そこのところはバッティングしないのかなとか、ちょ

っとそういう懸念が拭えないというのがありました。逆側から入るわけにはいかないのかとか、そこ

も含めていかがでしょうかということです。 

（学校法人昭和大学） 

 道路自体は変わっておりませんが、私たちが説明している緑地広場に行くための南西側のほうの動

線が一つのアクセスになるというところのポイントと、今、救急車は日中で少ないと言いながらも、

そこで事故も含めて懸念されるという先生のご意見も確かにおっしゃるとおりだと思いました。しか

し、そういう考えもありながら、動線自体は南西側以外にもございますし、それと併せて救急車が通

るときに注意しながらというところも含めて、そこはソフトにやっていくことも必要かなと思ってお

ります。 

（株式会社日本設計） 

 ありがとうございます。もう少し補足させていただきますと、今回、もともと病院と公園の間に道

路があって、そこから救急棟にアクセスするという動線だったのですが、公園と病院の街区を一つに

するということがありまして、では、どの方向からアクセスしたらいいかという検討は行いました。

その中で、途中、国吉委員からもありましたが、デッキで駅前から上げて南側の緑地広場にアクセス

するところがメインなのか、北側のにぎわい軸のほうがメインなのか、歩行者動線の主従といいます

か、そこは少しはっきりさせようということで、我々の結論としては、１階レベルの駅前から北のに

ぎわい軸にまず抜けていき、病院のメインエントランスが北側ということもあって、そちらのほうを

メインの歩行者動線として考えていこうということを主軸に考えてきたところがあります。そこに救

急とかの車両がどんどん入ってくる形ですとよくないのではないかという観点と、地区の南東側がか

なり高低差で上がっていく部分になっていますので、そこの途中から救急を入れるというのも交通ア

クセス上のルートがなかなか分かりづらいというところがあって、その中で方向としては、駅前広場

からそのまま入れるというよりは、南側のほうに少し寄せて入れたほうがいいのではないかというこ

とで、南側の場所を検討したというところです。一方、やはり少し交差する部分は出てくるのです

が、緑地広場の中にそういった車両動線を貫いていいのかというと、それもなかなか難しかろうとい

うことで、３階レベルの下の空間に入れ込むような形で病院への救急のアクセスも十分取れるという

ことで、ここの南側の位置というのが、全体を見ながらここの位置に決まってきたという経緯がござ

います。その中で、歩行者空間としてできるのは、敷地内の引きのたまりの空間を少し取ることと、
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緑地広場に歩いていく空間をよくつくるにはどうしたらいいかということでしたので、今の形だとこ

ういった構成をつくっているところですが、そのしつらえはもう少し考えていきたいというのが現時

点なのかなと思います。 

（加茂部会長） 

 十分ご検討いただいていることだと思います。それでは、ほかの委員の方、お願いします。 

（荒井委員） 

 ありがとうございます。市民委員をしております荒井聖輝と申します。神奈川区でしぇあひるずヨ

コハマという築66年のシェアハウス、町内会併設の共同住宅の運営と、横浜市内の商店街活性化、関

内地区の飲食店のプロモーションなどをやっております。市民目線の意見も含めてお話しさせていた

だきたいと思います。 

 １つは、国吉委員ともかぶる部分が多数あるのですが、にぎわいと公園の利用というところで、に

ぎわい動線を見ると、どこがどうにぎわうのかというのがまだちょっとぴんとこないというのが正直

なところでございます。地域の商店街は各個人店をどのように誘致するかというところに非常に多く

の課題感を持っておりますので、お店を出したいと思える街なのかどうかというところが、この一体

性の中で非常に重要になってきます。要は駅前広場に人が滞留できる時間が長ければ長いほどお店に

寄るチャンスが増えるわけですので、そこで例えばキッチンカーだったり、ほかのにぎわいを日常的

に行うようなスペースを確保して、そういったスペースで商店街と連携して何か行えるのかみたいな

ところが具体的に示していけるかどうか、そこがデザインとして組み込まれているかどうかという視

点です。近くの青葉区の事例でいきますと、やはり高齢化が非常に進んでいることもありまして、商

店街としても未病だったりとか、予防、病院に行く前に健康増進をする上で、例えばたまプラーザだ

と、３商店街が連携して転倒予防の教室を開いたり、そういうシニア向けのアクティビティーなどに

商店街がかなり力を入れてやっています。そういったところのスペースがなかなか不足しているとい

うような課題に対して、ここの広場がどのように機能するのかみたいな具体的な話はどうですか。 

 もう一つは、若い人たちがなかなか住んでいかないというところがありまして、若いファミリー世

帯からしたときに、ここの公園がどういう魅力になるのかという部分です。藤が丘の駅前でいうと、

私も調べてみてというところなので実感値を持って話しているわけではないということは前置きして

おくのですが、駅前のロータリーのところに噴水があります。多分、1960年代に駅前を整備するとき

に、真ん中に噴水を置いて駅前ロータリーを整備して、自然の憩いみたいなところを意識して、志水

晴児先生という彫刻家の方が彫刻を置いて噴水をつくっていったそうです。2008年からは水も止まっ

て市民に忘れ去られているみたいな状況になっているらしいのですが、そういう噴水を中心に置いて

駅前ロータリーを当時は設計していたというところが、今は噴水は止まってしまっているのですが、

例えば公園の機能のところに水が流れるようなコーナーがあって、恐らく日中に公園利用するという

のは未就園や未就学の小さい子供たちがいるのですけれども、一部、水がばしゃばしゃ出るような噴

水のようなスペースがあって、イメージするのは横浜の開港広場の噴水や高島中央公園など、水が噴

き出るところには子供たちは勝手に集まってくるのです。４月から11月ぐらいまでの期間は遊べるよ

うな状態になるので、今は噴水が止まってしまっているかもしれないですが、もともとは1966年から

そこの中心に噴水があって、それがなくなってしまっているといったところもうまくこの広場におい

て生かすことができると、子供たちがそこで遊ぶ姿があって、お年寄りはお年寄りで、そこの広場で

近くの商店街の人たちが転倒予防の教室をやるとか、そういうのが藤が丘らしいんだということを、

より地域住民に対して具体的に示せるようになってくるといいのではないかということが考えられま

した。 

 あとは色彩のところで、私も同じような、圧迫感の軽減という言葉を繰り返しされていたのです

が、見てみると、さっきシャフトの部分は茶色でとありましたけれども、真ん中だけが茶色であとは

白というのが、全部白よりは温かみがあっていいなと思っていました。なので、今回も低層部は白

で、中高層部の前面は茶色にしていますが、真ん中の部分を茶色にして両方は白にすると、もともと

の昭和大学藤が丘病院の色のバランスと、新しくできたバランスに対して統一性が出てくるのかなと

思いました。 

 あともう一つ、写真が載っていないので気になったのですが、藤が丘駅の外観の色彩と、写真がち

ょっと古い駅のものだったから分からないのですが、街自体の一体性がないという話なのであれば、

駅舎のカラーとかそういったものと低層部の色味がカラーコードとして統一性を持てるのかどうなの

かというところも、駅前に建つものなので駅と周辺との一体性ということで、周辺の主要な施設との

色彩の調和性みたいなものもシークエンス的に意識できるといいのではないかと感じました。以上で
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す。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。重複する部分もあるかと思いますが、それに対してご説明をお願いいたし

ます。 

（学校法人昭和大学） 

 ありがとうございます。１点、未病のお話がございました。未病の件につきましては、病院ですの

で病院にかかるということが基本ですが、その中で予防というところで、病院の診療科のほうも協力

できないかということはもちろん常に考えております。今、藤が丘は急性期の機能が強い病院なの

で、専門の先生や診療科がないところもございますが、今回、再整備していく中で、患者さん以外の

地域の方を対象としたウエルネスの機能を期待する地域市民がいらっしゃるのであれば、取り入れて

いきたいということは考えておりました。 

（株式会社日本設計） 

 今も公園でＮＰＯさんがイベントをやられていたり、食や健康はどこの街でも重要なトピックなの

ではないかと思っていますので、公園だけに限らず、駅前の空間ですとか、病院とも連携を図りなが

ら、どういうことができるかというところが大事だと思っているところでございます。 

 あとは、色彩については国吉委員からもおっしゃっていただいた内容がありますので、統一的な色

彩で一律にやってしまうのではなくて、つくり方もいろいろな工夫ができる可能性があるのではない

かとも思っていまして、その部分を真剣に考えていきたいと思います。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。ほかの委員の方、いいですか。お願いします。 

（青木委員） 

 開港資料館の青木です。もう各委員の方々がおっしゃられたことの繰り返しになるかもしれませ

ん。感想めいたことですみません。私も藤が丘の駅前の現状というのはよく承知していないものです

から、事前の説明の段階で今の市街地の状況などを拝見した中で、特ににぎわい街区のところににぎ

わい機能が集積していくイメージというのが、率直に言ってできなかったというのがあります。どう

いうまちづくりとしてあそこのエリアを想定しているのかというのが、現状とこの資料との間のギャ

ップが少し大きいなというのを最初の印象として受けました。それはこの後のエリアマネジメントの

課題だとおっしゃっていたので、そういうところで解決されていくのかなと思います。 

 あと、今日の説明を受けるまで、駅前から病院の南西部のゲート空間を通って、南側をずっと通っ

てという、あそこの空間イメージが全くできなかったのですが、今日、説明いただいてよく分かりま

した。それから、国吉委員のこれまでの経緯の説明で、ここの部分が肝になってくるということがよ

く理解できました。ただ、先ほどのご説明の中で、にぎわい軸を通っての病院の北側、メインのエン

トランスへの動線のほうが主になるということであると、ここの従の部分が今の在り方だと本当にき

ちんと活用されるのだろうかというところが若干不安に思います。かなり高低差のある中で、特に公

園側との間の処理を見ていますと、ある程度、ＴＰ＋41、42ぐらいのレベルでの面積が広い中で、高

低差の処理で緑地広場があるようなイメージがありまして、駅前はエレベーターがあるからいいので

すが、こちら側のバリアフリーの対策は、この高低差に盛り込まれているのかどうかがちょっと資料

から見えませんでした。そこの部分で、動線としても公園とのつなぎとしても大丈夫なのかなという

ところを少し感じました。特にビューテラスの部分は、当然これは病院のメインのエントランス部分

ですから、かなり面積的にもあるのだと思いますが、そこの部分と緑地広場とのギャップが大きいの

かなということを感じました。 

 あと、これは今日のこの場での審議ではないと思いますが、ここの駅前の再整備で病院エリアとも

う一つ、ショッピングセンターの建て替えでも大きなボリュームのものができるということですの

で、そこの調整というのは事業者の方にお伺いすることではないですよね。どういうところで今後Ｃ

街区のブロックとの景観の調整を図っていくのか、これは事務局のほうにお伺いしたいと思います。

すみません、ちょっと感想的なものです。 

（加茂部会長） 

 よろしいですか。ここはレベルのある地形で、そこをどのように利用していくかということです。

確かにこれは平面図だとほとんどよく分からないところもありまして、現地に行って確かめるという

のがまず前提としてはあると思うのですが、その辺について補足説明があれば一言お願いします。 

 それから、横浜市のほうにお聞きすればよろしいでしょうか。地区全体、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄがこれか

らどうなっていくのかということと、それと、このＡ地区との連携をどのように考えているのかとい
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う話をお聞きしたいと思います。 

（株式会社日本設計） 

 １点目の高低差の解消の部分です。12ページの資料で少しご説明させていただきたいと思います。

ＴＰという数字で高低差をメートル単位で書かせていただいておりますが、左下のＴＰ＋33という駅

前のレベルから右下のＴＰ＋43で約10メートルの高低差があるということで、緑地広場のメインレベ

ルはＴＰ＋41という高さですので、右上に行くに当たって約２メートルぐらいの高低差があります。

ただし、距離的には100メートル近くありますので、緑地広場内についてはバリアフリーに配慮した

動線を取っていくというところが１点と、この12ページで分かりづらいのですが、青丸印でエレベー

ターを書かせていただいております。左側の部分のＴＰ＋33、ここで高低差を一気に解消させるとい

うところにまず持っていくことと、公園側にはゆったり下りていくルートもあるのですが、中腹の文

化交流機能等と書いてある右側にエレベーターがありまして、ここも公園から視認できる位置かと思

います。これは建物と一体的につくる部分ですが、そういったところで高低差を解消していって、公

園からバリアフリーでアクセスできるルートも取っております。この形で設計の深度化を進めている

状況でございます。 

（奥村係長） 

 Ｃ地区のデザインについてですが、資料でいうと７ページ目の、形態意匠の制限の記載案のをご覧

いただければと思います。左側に記載案が書いてありまして、右側にポイント、対応が書いてあるの

ですが、Ｂ地区、Ｃ地区もＡ地区と同様に形態意匠の制限をかける予定でございます。今日の審議事

項ではなかったのでご紹介はしていませんが、右側に少し寄っていただくと、例えば①のポツの１つ

目で「病院街区と交通広場で連続した曲線形状の庇のデザインを採用」という右に「Ｂ地区にも記

載」ということが書いてあり、その下のポツでいうと「低層部は緑と調和したあたたかみを感じさせ

る色彩・素材を採用」、これを「Ｂ地区およびＣ地区にも記載」ということで、基本的なＡ地区で考

えているデザインのポイントというものはＢ地区やＣ地区にも形態意匠の制限として記載して、具体

的に地区計画が出てきた際にはその視点を持って審査するといったような運用になってまいります。 

（加茂部会長） 

 よろしいでしょうか。それでは、ほかの委員の方。嵯峨委員、お願いいたします。 

（嵯峨委員） 

 嵯峨と申します。今回、初めてこのプランについて参加させていただきます。従前より委員方が審

議してこられて、途中からなので重複になってしまうかもしれませんが、１点確認させていただきた

いです。病院の建て替えによって病床数というのは幾つから幾つに、何床増加することになっており

ますか。 

（学校法人昭和大学） 

 ありがとうございます。今、584床ある中核病院でございまして、建て替えした後に何床になるか

というのは、正確には、例えば医療局とか、地域医療の様々な条件が変わってきますので、明確にこ

こで何床とは言えませんけれども、同等以上の病床は確保したいと考えています。病院を運営してい

く中で、稼働率や在院日数を含めて必要な病床数というものが時代によって変わり、584床というの

は、もともと50年前に建てた病院の際にはもう少し病床数が少なかったのです。それから少し病床の

考え方が変わって、常に変化している数でございますので、今ここで明確に何床と申し上げることは

できませんが、2030年に建て替えた後も地域医療に貢献できるような病床数を確保したいと考えてお

ります。 

（嵯峨委員） 

 ありがとうございました。 

（加茂部会長） 

 よろしいでしょうか。 

（国吉委員） 

 最後に１つだけ。先ほど荒井委員から、色彩についての私の話と併せてありました。地区計画では

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ１、Ｄ２とあるのですが、それと現在の駅舎をグーグルで今見たところ、グレー系で

すよね。このあたりを、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄも含めて今後どのように構成していくのか。全部そろえなけ

れば駄目ということではなくて、温かみのあるＹＲ系をベースにと書いてありますけれども、これは

Ａ地区だけの話なのか、全体の話なのか、あるいは駅舎も含めてなのか。この辺の演出をどのように

市としては誘導していくつもりなのか。全体の話があまり見えてこなかったので、今回のところだけ

を表現しているようにも見えるし、全体はこの地区のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、それから駅舎、その辺につい
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てどのようにされようとしているのか、横浜市のほうの話も聞きたいなと思いました。 

 それからあと、荒井委員が先ほど、現在の建物の縦シャフトのところがＹＲ系というのですが、あ

れはあまり踏襲しなくていいと思います。あれを踏襲すると高さが強調されるので、その辺はやめて

おいたほうがいいかなと思いました。それは別として、全体が今後どうなっていくのかというのをお

聞きしたいと思いました。 

（加茂部会長） 

 横浜市から、お願いします。 

（奥村係長） 

 全体のということでございますが、中高層部の温かみのあるマンセル値というのは、今、Ｃ地区に

は形態意匠の制限に書くことを考えています。ショッピングセンターが31メートルと高いということ

がございますので、Ａ地区の病院とＣ地区についてはその内容を書くことを検討しています。また、

交通広場においては、低層部分の落ち着きのある色彩・素材にすることを考えております。Ｄ地区は

既存の低層のマンションですとか、１階、２階に店舗が入っているような場所になっておりまして、

ここについては既存の市街地ということもあって、具体的にここについての色彩ですとか、そういっ

た基準は設けていないのですが、全体としては、高さのあるＡ地区とＣ地区については、こちらで今

ご審議いただいたような内容の色彩を考えているところでございます。 

（国吉委員） 

 ぜひ駅舎も含めて、今後ここでのＡ地区の在り方だけではなくて、全体をどうしていくのかという

議論を、きちんと地域の方と理解を深めてやっていただきたいと思います。今日どうということでは

ないですが、ぜひよろしくお願いします。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。最後にお願いいたします。 

（株式会社日本設計） 

 横浜市の方と一緒に議論している中では、Ｄ地区は基本的に将来、建て替えを推進していきたい地

区と考えております。ただし、生活されている方というところもあるので、かなり強い統一感という

のではない誘導の仕方を考えていかなければいけないと思っています。やはりこの病院やショッピン

グセンターはかなり駅前の印象が強い施設になると思いますので、できればここの空間のつくり方が

いいなと思っていただいて、建て替えの際に似せてくれるといいなという思いもちょっと持っており

まして、最初に示していくことが大事だと思っていますので、その中でしっかりこの建て替えを早期

に進めていきたいと考えているところでございます。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございました。それでは、大体よろしいでしょうか。今日は審議事項ということです

が、今までも何度も、これで４回目ということで、検討とそのご報告という形で進めてきました。建

物が31メートルを超えて、ボリュームとして駅前に出てくるということはお認めというか、地域貢献

としてそういうボリュームであるという位置づけでいいということだと思うのですが、それに向けて

地域の、まず今日のキーワードの一つだったのが一体化です。周辺地区を含めた一体化、公園と建物

との関係というようなこと。それから、動線部分ですね。車、人、生活者、それから、そこを訪れる

駅からの動線というところを一体的に、もう少しといいますか、そういうところが見えてくるといい

というようなお話がありました。 

 それから、建物の高さのボリュームが、かなり軽減するための工夫はなされているかと思います

が、色彩に関して、これまでの色彩を踏襲するというお話もありましたけれども、やはり60メートル

という大きさで、かなりマッシブな感じのボリュームになってくるかと思いますので、そこに対して

色彩、材質感をどうしていくかというようなところ。そこも今後またお聞かせいただければいいかな

と思っております。 

 それから、にぎわいです。これは建物の計画とは直接は関係ない、これまではそうだったのかと思

いますが、病院施設が駅前をつくっていくということで、これからの病院というのは地域に開かれ、

地域とともにというような位置づけの病院であると思います。それでこそのにぎわいのつくり方が街

全体に開かれていくようにというお話もありましたので、そこを具体的にどうしていくのかというプ

ログラムが計画の中で進んでいくのであれば、またお聞かせいただきたいというお話だったと思いま

す。 

 それから、夜間の話です。今までイメージの中にはありませんでしたが、駅前というところにこの

ボリュームが24時間、夜間もあるということなので、公園の安全性も含め、駅からの見え方、夜間が
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どうなっていくのかというイメージもお示しいただければと思います。 

 ということで、宿題的には今後の検討として以上５点というところで、また計画を進めていただけ

ればいいと思っておりますが、よろしいでしょうか。審議は、今日はこの内容でオーケーですという

段階ではなく、またそこを進めていただければというふうに、事業者、設計者にお願いしたいと思い

ますが、いいですか。 

（立石書記） 

 部会長、ありがとうございました。今、部会長にまとめていただいた各委員の方からのご意見につ

いては、今後の設計を進めていく中で、事業者さんと設計者さん、あと横浜市のほうでいろいろ検討

しながら深度化していくというところかと思います。それで、今日のこの議事１としましては、最初

に、建築物の形態意匠の制限を地区計画に定めていくという中で、あらかじめこの景観審査部会のほ

うに、地区計画の形態意匠の制限に書き込む内容につきまして、事前に皆様に見ていただいて、そこ

にご意見を頂くというところが趣旨でございますけれども、形態意匠の制限に書き込む内容というの

は、今、委員の先生方からご意見を頂いた、加茂部会長にまとめていただいた５点、公園や建物の一

体化とか、動線については人・車のアプローチとか、建物が非常に大きなものなので色彩を考えてく

ださいとか、にぎわいの創出であるとか、夜間景観というご意見をいただいております。そういった

ことを念頭に置きつつ、今後、都市計画審議会のほうに地区計画の案をお示ししていく流れがござい

ますので、今日の時点で形態意匠の制限、地区計画に記載していく案としてどうかというところで、

また今後、検討が必要な部分があるのでまだ固めないほうがいいということであれば、またそこの部

分は修正しつつ、委員の方にお示ししないといけないと思いますが、今の状況としてちょっとご意見

を頂ければと思います。 

（加茂部会長） 

 まだ審議を続けることを前提とするのかということですか。それとも、今日出た意見をこちらの意

見として、これを入れ込んでくださいねということで、一応ここで終わるという。あとは報告とい

う、そういう話にするか、どちらかということですか。 

（立石書記） 

 今日、様々ご意見を頂いておりますので、まだここの記載案を固める段階ではないということであ

れば、そういった検討をもう一度進めた上で文言を修正しなければいけないと思いますが、我々横浜

市側と事業者さん側としては、今日お示ししている案でいかがでしょうかというところですので、そ

この判断ですね。非常に難しいかと思いますが。 

（加茂部会長） 

 条件つき審議ですか。 

（立石書記） 

 これは、記載案が今日ここでいいでしょうとなったからといって、文言修正しないわけではないで

す。今後、地区計画の案として示す中で、市民意見とかを聴いた上で修正が入ってきますので、これ

は後ほど言おうと思っていたのですが、その前段には今日頂いた意見を事業者、設計者、横浜市のほ

うでいろいろ検討した上で、もう一度ご報告しないと駄目だと思っておりますので、そういった流れ

の中で文言も修正していくことを考えております。スケジュールには出ておりますが、都市計画審議

会が来年、25年度にありますので、その前段、今年度のどこかで今日ご意見を頂いたところをもう一

度ご報告する中で、必要な文言修正があればそこでもしていくと。 

（加茂部会長） 

 ということは、つまり言葉で言えば、審議継続という言葉でいいのですか。 

（立石書記） 

 認めていただいた上で必要な修正はして報告します。 

（加茂部会長） 

 その審議は、要はここで引っかかっているのは60メートルの建物ですよね。それに関しては、計画

としては審議でオーケーといいますか、認めるけれどもそこには条件がありますというお話で、それ

に対して今年度中にもう一度ご報告なり、もう一度そこでこういう場を持ってということで。 

（立石書記） 

 こういう場でやり取りして、またご意見を頂くということです。 

（国吉委員） 

 今日出た意見をどう踏まえるのかというのが今のところ見えない。しかも、もし地域に今後出して

いくときに、今日用いた資料の一部が参考資料として出ていくと、これが今後修正もあるという言い
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方をしたとしても、これが現在の審議会として認めた参考資料だというふうになって出ていって、そ

れが独り歩きしてしまうのはまずいかと思います。今日言った意見がどの程度反映されるか見通しが

つくのだったらいいのですが、今、何とも言えないではないですか。だから、色彩なんかも含めて、

全部が全部というわけではないけれども、どのように対応していただくかというのがもうちょっと前

に出ていかないと。ですから、その辺が地域に縦覧をかけるときの参考資料として出ていくものにな

るときに、色彩はＹＲ系とかこの辺をベースにしますということだけでいくと、ほとんどこれになっ

てしまうではないですか。その辺の文言も含めてどうされるのかというのを、事務局が確信を持てれ

ばいいですが、それを信用しろと言うのならいいですが、その辺の兼ね合いだと思います。 

（立石書記） 

 事業者と設計者と横浜市のほうで、今日の意見を踏まえて次にお示しできる期間、時間がどのぐら

いかということで、今、国吉委員からありましたように、ある程度の今日の返しを示さないと、形態

意匠制限の文言も確定に行けないというところがありますので、その辺、時間軸としてどれぐらいで

すか。 

（学校法人昭和大学） 

 委員の方がおっしゃった、８ページの絵が出ると思いますが、私たちもこういうイメージで、これ

が高層部のほうが茶色で少し圧迫感が強いというご意見がもしあるのであれば、例えば学内の開設者

のほうに確認しなくてはいけないというところで時間も必要ですし、それをまた戻して委員の方のご

意見だったり、差があればまたという、そういうやり取りに時間がかかると思えば、答えを聞くわけ

ではないですが、どれぐらいならというのがもし分かると。私たちはなるべく昭和大学の病院として

の存在感も含めて、ほかの附属施設の色相も含めるということで、これぐらいの色相は欲しいという

ことが開設者の意向であったり、その中でも北側の中核部は色を少し抜いたり、工夫した中での提案

でございましたので、これに対してご意見があったということで、色相のところも具体的にこうして

ほしいということがあれば、具体性によってこちらから出す回答も少し変わってきます。それが抽象

的ですと、こちらもその中で模索しながら抽象的に回答していくという形になると、明確に何か月で

回答というのはこの場では言えないかなというのが、私、担当者としての意見でございます。 

（加茂部会長） 

 なるほど。 

（学校法人昭和大学） 

 例えば７ページで、これが上限のマンセルという中で、これからもちろん少し色を落としていくと

いう話であれば、これが上限であって、このマンセル内での見解というふうにお考えいただければ進

むかと思うのですが、国吉委員がおっしゃったみたいにこれが色として出てしまうと、こういう資料

で独り歩きというのは、確かにリスクとしては想像できると私も直感的に思いました。 

（国吉委員） 

 ですから、ここで表現してあるものを参考資料として、このエレベーションがセットで出ていくこ

とについては課題がありますと申し上げたわけです。その辺は工夫が必要なのではないでしょうか

と。それに対して工夫してどのように検討していくという話がないのであれば、ちょっと課題だなと

いうことです。 

（学校法人昭和大学） 

 この状態では参考でも出せないということであれば。 

（国吉委員） 

 だから、低層部を中心にこういう色彩を用いるというのであればいいのですが、高層部はもっと配

慮したほうがいいですよと申し上げているわけです。そういう表現がなければ、ちょっとまずいので

はないかと申し上げたつもりです。 

（加茂部会長） 

 色彩に関しては、例えば、今、中層部のところを白くされていますが、逆にそちらのほうに暗いと

いうか、こういう茶系を入れて、上のほうはだんだん白くなるのがいいのではないかということを、

先ほど国吉委員は言われました。あと、もう一つ、荒井委員が言われたのは、前のところが細く上が

っている妻面みたいなところにすっと色彩が入ると、高さが強調されるというのもあるかもしれませ

んが、ボリュームを軽減するという意味では何かそういう手もあるのかもしれないとか、幾つかある

と思って、それは設計者のお考えとかそういうのもあると思います。ただ、今の状態だとそのボリュ

ームが出てしまっていて、60メートルの茶色いボリュームが出てしまっていることに対して、やはり

それはちょっといかがなものか。２つ合わせるとそういうご意見だったと思います。その辺に関して
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は途中で検討いただいたものを見せていただくとか、そういうことをお願いしてもよろしいでしょう

か。 

（学校法人昭和大学） 

 おっしゃるとおり、今、中層部の色を茶色にして高層部を白にするとか、スリット状の茶色のとこ

ろの幅を少し短くと、幾つか案が出たところを、学内の調整が終わった後に合意が得られるラインが

出たら、またご提示しながらどうかと、キャッチボールしながらということをおっしゃっているので

すよね。 

（加茂部会長） 

 そうですね。 

（学校法人昭和大学） 

 その中で、今はこのイラストは出せないという。 

（加茂部会長） 

 ご意見としては、このパースで出てくるボリューム感と色彩は、このボリュームとしてどうなのだ

ろうかと。まとめるとそういう話になるかなと。 

（国吉委員） 

 設計者の方がいらっしゃいますので、この辺を配慮して色彩の提案をしてもらえないかと申し上げ

た。それは、大学側のテーマカラーがこうだということは分かっているわけです。だけれども、それ

は低層部でお考えいただけないかということです。 

（学校法人昭和大学） 

 例えば少し色を落としてとか、それは見てからになると思います。 

（国吉委員） 

 その辺は、設計者と横浜市のほうと調整して、ここで何かあまり一気に決めてしまうのはちょっと

どうかな、乱暴かなと思います。 

（立石書記） 

 すみません、事務局ですが、今日の審議につきましては地区計画に定める形態意匠の制限というこ

とで、今、高層部の色味でいうと、資料の７ページの水色の枠で囲っております（６）に、建築物の

中・高層部の壁面の部分の色彩ということでＲとＹＲとＹと示しておりますが、この辺の文言の修正

を事務局、横浜市のほうでした上で、さらに次回の報告の際にはその辺の検討をしたパース的なもの

をお示しするということで、この（６）の修正を前提に審議を終了という形でご了承いただくか、そ

れでは駄目だということであればもう一度という流れになります。 

（国吉委員） 

 結局これがどう変わるのかということです。 

（立石書記） 

 それを見ないとということですね。 

（国吉委員） 

 つまり、南側から見ると60メートルまでＹＲ系の壁が立ち上がっているわけですよね。それが遠景

から見ると圧迫感があるのではないかと申し上げているわけです。北側の商店街に対してだけ言って

いるわけではないです。その辺を考慮した色彩計画を考慮すべきではないかと。だから、文章上それ

が表現できていればいいと思います。 

（立石書記） 

 中高層部に使う色味は無彩色系で、白を基調とした表現で仮にまとめた場合には、それを使った実

際の計画としてパースが示されると思うのですが、それをやはりしっかり見ないとということです

ね。 

（国吉委員） 

 つまり、高層部はできるだけ圧迫感を避ける配色とすると。このままだと高層部にも出てくること

を認める話になるでしょう。だから、どの色とここで決めつけないで、例えばと白系を言ったのです

が、高層部に重々しくないような軽快な色彩をできるだけ用いるというような表現には最低しておく

べきではないかと思います。 

（加茂部会長） 

 よろしいでしょうか。今の文言だけを見ると、にぎわい軸に対して圧迫感を軽減するため色彩を配

慮することという文章が入っていますので、それは、逆に言えば国吉委員が言われているものと齟齬

しないというか、相反していない状態だとは思います。だから、言葉を変えることまで必要なのかど
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うかですが、要は色彩と言っている以上、それが実際としてこの文言に合っているかというふうに思

えば、まだ合っていないのではないかというのが今日の審議かなと思います。そういう意味ですよ

ね。文言まで変えることはないと思うのですが。 

（国吉委員） 

 この言葉、表現を踏まえて、この絵柄が成り立っているわけですよね。ですから、この立面図の高

層部の60メートルの部分の色彩は、少し圧迫感があるのではないかと。そこに対する工夫というのは

やはりすべきではないかということです。 

（加茂部会長） 

 そのあたり、いかがでしょうか。ちょっと高層部までの茶色の面と、使うとしてもとか、そのあた

りが。 

（国吉委員） 

 だから、それをもう少し和らげるような工夫とか、そうするのかも含めて。でも、基本的に白でも

いいかなみたいな感じもありますが、北側の商店街に沿ったところだけこうしていますみたいな感じ

で終わっていると、ちょっと違うかなと思ったわけです。 

（阪本係長） 

 各委員のご意見を踏まえて、今後、設計者、事業者で検討していくつもりではあります。したがっ

て、パースは多分このままではいけないだろうなという認識はしているのですが、一方で言葉として

は、明度６以上彩度６以下ということで多少幅があります。今の絵は、結構濃い側に寄っているので

すが、その幅の中でもっと明るい色というのもございますし、それ以外で工夫できるところ、工夫で

きる要素は、言葉の中では幅広にあるのかなと思っています。それは継続して協議して、最終的には

建築確認の前に都市美対策審議会で認定という手続をいただきますので、実施設計をして、もちろん

ご審議いただきながら最終決定していくわけで、今ですと、まだその前段のところでして、あくまで

言葉を決めたいというのが本日の趣旨でございます。 

（国吉委員） 

 ただ、このマンセル値の表は出ますよね。中高層部の色は、この赤く囲われたところを用いますと

書いてあるではないですか。 

（阪本係長） 

 そうですね。ですが、実際はもう使わないというか。 

（国吉委員） 

 いや、だからこのまま表現されていると、高層部についてちょっと重たいのではないかと申し上げ

ているわけです。 

（阪本係長） 

 ですので、趣旨的には、高層部については柔らかな、圧迫感を軽減するため色彩に配慮することと

いう一文が入っています。 

（国吉委員） 

 でも、ＹＲ系とか、この文字が残っていると、圧迫感を避ける、かつＹＲ系となってしまうと、場

合によっては矛盾することも出てくるかもしれないと。 

（加茂部会長） 

 ＹＲ系という言葉を、逆にここの中から削除するほうがいいのではないかということですか。 

（国吉委員） 

 だから、地域の低層部を中心としたまとまりとしてＹＲ系を用いるのはいいのですが、それを高層

部まで影響させることはまずいのではないかと申し上げています。でも、高層部の色彩と書いてある

ではないですか。北側の中層部については、にぎわい軸への圧迫感を避けると書いてあるけれども、

南側の高層部については圧迫感を避ける色彩に配慮しますとは書いていないでしょう。 

（奥村係長） 

 今の記載だと、中高層部にマンセル値を書いていて、にぎわい軸に対しては圧迫感の低減のための

配慮ということが書いてあります。 

（国吉委員） 

 だから、にぎわいづくりと調和するためにＹＲ系を用いるというのは分かるけれども、圧迫感を避

けるために考えるのは、北側の部分だけではなくて、南側の高層部も圧迫感を避ける必要があるので

はないかと。それが何もなくて、中高層部はこの色を用いますと書いてあるではないですか。ちょっ

と全体が違うのではないかと。 
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（奥村係長） 

 例えば中高層部の、今マンセル値を書いているところが、今の色とここの数値は合ってはきている

ので、幾ら薄くするといっても、この数値が残っている以上、今のパースのとおりになってしまう可

能性があるということかと思います。例えば、このマンセル値の話自体も削除してしまって、今はに

ぎわい軸沿いにだけ圧迫感の軽減の色彩の配慮を書いていますが、にぎわい軸沿い以外の方面にもそ

ういった工夫をするという文言を加えるのはいかがでしょうか。 

（国吉委員） 

 北側については中層に抑えているから、それで形態的には一応工夫しているわけです。逆に、圧迫

感を避けるために色彩でどれだけ工夫ができるのか。だから、圧迫感というか、商店街と一体となっ

たにぎわいをつくっていけばいいのではないかと思うのです。むしろ、中高層、高層のほうが、地区

全体に対して今までの31メートルから飛び出ているわけですから、その圧迫感のほうが地区全体に対

して影響が大きいと私は思うのです。だから、商店街との連携を図る配慮をすることは必要だけれど

も、これは色彩だけで圧迫感という話、北側だけを圧迫感と表現しているのが何かおかしいなと思い

ました。 

（加茂部会長） 

 よろしいでしょうか。 

（立石書記） 

 様々ご意見を頂いておりますので、ここの部分の修正につきまして検討しまして、８月６日に次回

の景観審査部会がありますので、そこで文言をお示しできるようにしたいと思います。その際にパー

スが用意できるのかどうかは今お答えできませんが、少なくともそこの文言についてお示しした上

で、こういう考え方で色味をつけていきますということをご説明できればと思います。 

（加茂部会長） 

 幾つか宿題はございますが、８月６日の次回の景観審査部会までにそこは整理していただいて、ま

た事前にでもご相談いただくなり何なりで誤解のないような状態に、それからこの計画について、圧

迫感がない状態の一体的な開発になるようにということで進めていただければと思います。以上で議

事１は終了ということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（加茂部会長） 

 ありがとうございました。 

 

議事 ２ （仮称）横浜本町２丁目プロジェクトについて（報告） 

 

（立石書記） 

 それでは、議事２の説明に入ります。議事２は、第69回景観審査部会でご審議・了承いただきまし

た関内中央準特定地区内での計画、これは三井住友銀行横浜支店様の建て替えになりますが、それに

ついての変更のご報告となります。この計画につきましては、当初、建築物の高さが約75メートルあ

りまして、特定都市景観形成行為として協議が必要な高さ45メートルを超えておりました。そのため

に、前回の景観審査部会にお諮りしております。その後、建築物の高さを43メートルとする計画見直

しを行ったために、特定都市景観形成行為に該当しない計画となりました。そういう経緯がございま

すが、前回お諮りしております流れがございますので、主な変更点につきましてご報告するもので

す。説明は担当課の都市整備局都心再生課より行います。 

 

 議事２について、関係局から説明を行った。 

 

（加茂部会長） 

 ご報告ありがとうございます。皆様、よろしいでしょうか。何かご質問等ありますか。青木委員、

お願いいたします。 

（青木委員） 

 報告事項ということなので単純な質問ですが、今回の変更２点はリンクしていると考えてよろしい

ですか。つまり、建物の高さがこれだけ半減するということは、それだけ事業規模が縮小している

と。だから、残す部分にかけるお金も減らしたという理解ですか。先ほど床材の欠損があるというお

話でしたが、せっかくの床材を残せない理由、変更の理由というのを知りたいと思いました。 
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（松井係長） 

 ありがとうございます。先ほどの８ページ目、床材の再利用を今回は変更したということでござい

ますが、こちらの床材の下の接着剤の状況がかなり悪いということが分かりまして、生け捕りをした

としてもなかなか再利用が難しそうだという中で、今回変更したと聞いております。 

（青木委員） 

 分かりました。邪推してすみませんでした。あわせてその前のページで、公開空地から変更になっ

たということで歴史的建造物のサインは設置場所を検討中だということですので、そちらはぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

（加茂部会長） 

 よろしくお願いします。今日ご欠席の福岡委員から何かございますでしょうか。 

（立石書記） 

 意見は出ておりません。 

（加茂部会長） 

 分かりました。国吉委員。 

（国吉委員） 

 ちょっとだけ。これは横浜市の認定歴史的建造物になるのですよね。契約書を結ぶということです

よね。保全計画とか、そういうことに取りかかるということですよね。 

（島田課長） 

 はい。 

（国吉委員） 

 あと、営業時間内は入れるということになっているのですが、この営業時間はどういう時間帯です

か。この廊下の残された空間ですね。 

（松井係長） 

 前回の都市美対策審議会でもご説明しましたが、今のところ、こちらの店舗は銀行ということで検

討しておりまして、その際には午前９時から午後３時という形で考えております。 

（島田課長） 

 ただ前回、たしか国吉委員からだと思いますが、毎週とは言わず月に何回か、せっかく残したので

みたいなお話を当時も頂いていて、そこは銀行さんとしてもそういう機会があればご検討するという

ようなお話がありましたので、何かのときにご協力をといったことは話しています。 

（国吉委員） 

 キャッシュカード営業時はとか、土日もとか、銀行という性格もあるでしょうけれども、せっかく

だからできるだけ何か市民の方が触れられる機会を増やすようにお願いしておいてください。よろし

くお願いします。 

（加茂部会長） 

 ほかにございますでしょうか。ということで、床材が生け捕りできないというのは私も非常に残念

だなと思っているのですが、歴史的建造物が公開されるということで、ここが保存されるということ

で楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。議事２については終わりまして、次の議

題に移りたいと思います。 

 

議事 ３ 中区海岸通りＢ地区について（報告） 

 

（立石書記） 

 それでは、議事３に移ります。議事３につきましては、海岸通りＢ地区、宇徳ビルの案件です。こ

ちらにおける景観形成について、特定照明に関する良好な景観の形成のための制限の考え方のご報告

となります。それでは、担当課である都市整備局都心再生課よりご説明をお願いいたします。 

 

 議事３について、関係局より説明を行った。 

 

（加茂部会長） 

 ご報告ありがとうございます。皆様、どうでしょう。よろしいでしょうか。何かご質問等、あるい

はご意見ありますでしょうか。 

 



17 

（東海林委員） 

 この案件について、実は私が監修しておりますので、多少コメントさせていただいたほうがいいか

なと思っております。最近の傾向として、かつての投光器によるライトアップがいろいろな意味で、

例えば光が空に漏れていくとかは、生態系への影響などもあって、そういうものはあまりやらないよ

うにしましょうという大きな流れがあります。今回の場合は、いろいろな時系列はありますが、ろう

そくの炎みたいな光をファサードに小さく並べていくことで、明るく目立つのではなく、ただそこに

夜のファサードの特徴がつけられるということで、当初設計されていたものよりもかなりコストのか

かるような方向に倒しながら、ただ、限定的なエリアで展開しようということに落ち着いたというこ

とがあって、これからの一つの規範になるといいかなと考えているところであります。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。それ以外はいかがですか。大丈夫ですか。福岡委員からは何かあります

か。 

（立石書記） 

 意見は出ておりません。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。そういうことで、議事３についても終了ということでよろしいでしょう

か。 

 

議事 ４ 都市景観協議の円滑化の取組について（報告） 

 

（立石書記） 

 では、議事４になります。都市景観協議の円滑化の取組についてのご報告となります。担当課であ

る景観調整課よりご説明します。 

 

 議事４について、関係局より説明を行った。 

 

（加茂部会長） 

 ありがとうございました。これにつきまして、皆さんのほうからご意見はいかがでしょうか。国吉

委員。 

（国吉委員） 

 こういうことはできるだけ、全部とは言わなくても主要なものが事前に分かるようにしておくこと

で、新しい事業者の方々もあらかじめ分かるというのは非常にいいし、横浜市の取組をほかの都市に

も伝えられるし、いいことではないかと思います。 

（新井係長） 

 ありがとうございます。できるだけ今の形で報告できるように、これから調整していきたいと思い

ます。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。それ以外によろしいですか。 

（青木委員） 

 私もぜひこの取組は進めていただきたいと思います。実は私の職場の横浜開港資料館も、お隣に神

奈川県庁の東庁舎ができるときにこの都市美対策審議会で審議されていました。ただ、その中で、開

港資料館も含めた周辺エリアのビジョンみたいなものが示されているという、そういうものを実は

我々働いている職員が全然知らなくて、後からこういうものをたどっていくと、いかに詳細な議論を

経た上で今の街が出来上がっているかというのを、開発の事業者だけではなくて、このエリアで働い

ている我々職員も情報として共有しておきたいと強く思ったものですから、ぜひこういう形で公開に

向けての取組を進めていただきたいと思いました。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。ほかにはよろしいですか。私のほうからよろしいでしょうか。この取組と

いうか、こういうことを記録するとか分かるようにすること自体はとてもいいことだと思うし、あり

がたいと思っています。 

（新井係長） 

 ありがとうございます。まだまだレイアウトは詰めなければいけないかと思いますので、もっと、
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できるだけ一目で分かるような資料になるように、皆様に使っていただけるような資料になるよう

に、引き続き検討していきたいと思います。 

（加茂部会長） 

 よろしくお願いいたします。国吉委員。 

（国吉委員） 

 加茂部会長の発言どおりだと思いますが、この事業では、このプロジェクトでは、どの辺が一番重

点的な議論になったかというのを少しクローズアップして、全面的に議論はしているのですが、ここ

ではこのことを中心に議論したとか、それが大きくこう変わったみたいなこと、課題として議論した

ウエートの高いものはこれとこれだった、それが結果的にこうなったみたいなことが一言書いてあっ

て、それがよくよく見るとこういうふうに一元というふうな、そんなこととかですね。それが２つの

絵でこうなっているとか、その辺の、とにかく重要なところを先にキャッチできるようにしてもらっ

たほうが細かいところに入っていきやすいかなと思いますので、それも含めてご検討ください。 

（新井係長） 

 ありがとうございます。確かに全てが並列な感じで表示されてしまっているので、もう少し重点ポ

イントが分かるような形の書き方をしていきたいと。ここが一番のポイントと分かるような形にして

いきたいと思います。 

（加茂部会長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

議事 ５ その他 

（加茂部会長） 

 それでは、そのほか事務局からございますでしょうか。 

（立石書記） 

 特にございません。 

（加茂部会長） 

 ありがとうございます。それでは、これで予定された議事は全て終了ということになります。大幅

に時間が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。今後の予定について事務局からご説明をお願

いいたします。 

（立石書記） 

 次回の第73回景観審査部会につきましては、８月６日午後に開催させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 本日の議事録につきましては、横浜市都市美対策審議会運営要綱に、審議会があらかじめ指名した

者の確認を得ることとすることができるとありますので、作成しまして、部会長にご確認いただいた

上で公開いたします。 

 

閉 会 

（立石書記） 

 では、これをもちまして、第72回都市美対策審議会景観審査部会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

資  料 ・次第、参加者名簿、第71回議事録 

【議事１】 

 資料１ 藤が丘駅前地区における景観形成について 

 資料２ 藤が丘駅前地区の地区計画の概要 

 資料３ 藤が丘駅前地区再整備基本計画（概要版） 

【議事２】 

 資料１ これまでの経緯と変更要旨について 

 資料２ 景観形成の考え方（変更） 

【議事３】 

 資料１ 関内地区における景観計画 特定照明に関する良好な景観の形成のための制限の考え方 

 資料２ 照明計画コンセプト資料 

 資料３ 今回の照明計画に関する調整状況 

【議事４】 
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 資料１ 都市景観協議の円滑化の取組について 

特記事項 ・本日の議事録については、部会長が確認する。 

・次回開催の日程は、８月６日（火）午後を予定。 

 


